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同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり公表する。 
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令和２年度財政援助・出資団体監査結果に関する報告書 

 

第１ 監査の基準 

  本審査は小田原市監査基準（令和２年小田原市監査委員告示第１号）に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項及び第７項の規定に基づく監査 

 

第３ 監査の対象 

 １ 小田原市体育協会補助金 

令和元年度の市の同補助金に係る財務事務の執行及び事業の管理並びに同協会の同補助

金に係る出納その他の事務の執行 

２ 公益財団法人小田原市体育協会（出資（出捐）団体） 

   令和元年度の同法人の市出資（出捐）金に係る事業運営及び当該事項に対する市の指導  

監督業務 

 ※１、２とも所管課はスポーツ課 

 

第４ 監査の目的 

 １ 小田原市体育協会補助金 

（１）市の同補助金に係る財務事務の執行が法令に適合し、正確であり、同協会の同補助金

に係る出納その他の事務の執行が同補助金の目的に沿って行われているか 

  （２）市の同補助金に係る事業の管理が経済的、効率的かつ効果的であるよう努めているか 

 ２ 公益財団法人小田原市体育協会 

  （１）市出資（出捐）に係る同協会の事業運営が当該出資（出捐）の目的に沿って行われ、

市の指導監督は適正に行われているか 
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第５ 監査の着眼点 

  第４の監査の目的事項を検証するため、あらかじめ識別・評価した下表左の監査対象の重要

リスクに対し、下表右の着眼点により監査を行った。 

 重要リスク 監査の着眼点 

１ 法令・予算議決の趣旨等に

適合しない補助が行われ

るリスク 

・補助金交付要綱に規定する補助金交付の目的、対象者、対

象事業、補助金額は法令・予算議決の趣旨等に適合してい

るか 

２ 補助金を交付する目的が

達成されないリスク 

・事業計画が補助目的に適合しているか 

・事業計画、交付条件どおりに補助金が使用され事業が行わ

れているか（実績報告にてその確認を行っているか） 

・補助事業の効果及び補助金の効果を検証し、見直しを行っ

ているか 

３ 出資（出捐）目的に沿った

事業運営が行われないリ

スク 

・出資（出捐）目的に沿った事業運営が行われているか 

・出資（出捐）目的に沿った事業の実施に適した規程、組織

体制になっているか 

・市は事業運営の状況を把握し、適切に指導監督を行ってい

るか 

４ 出資（出捐）目的に沿った

事業が実施不能になるリ

スク（事業継続ができない

リスク） 

・事業実施に不可欠な財産の毀損はないか 

・経営成績及び財政状態は事業の継続に支障はないか 

・市は財産、経営の状況を把握し、適切に指導監督を行って

いるか 

 

第６ 監査の実施内容 

  小田原市文化部スポーツ課所管に係る補助金交付要綱（以下「補助金交付要綱」という）、補

助金交付決定決裁、実績報告書、法人の経営状況報告、体育協会の設立許可申請の決裁、その

他会計伝票、帳簿等の提出を求め、監査の着眼点を踏まえて抽出によりそれらの閲覧、証憑と

の照合を行うとともに、市関係職員や団体関係者からの説明聴取を行った。 

また、経営成績及び財政状態などについては、実数及び比率を用い、経年比較などを行い、

財務分析をした。 
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第７ 監査の結果 

 １ 小田原市体育協会補助金 

（１）上記第１から第６までの記載事項のとおり監査した限り、下記の事項を除き、市の同補

助金に係る財務事務は、重要な点において法令に適合し、正確に行われ、同協会の同補助

金に係る出納その他の事務は、同補助金の交付の目的に沿って行われていると認められた。 

  ［除外事項］ 

    補助金交付申請書及び実績報告書には、協会全体の予算書又は決算書は添付されている

が、補助金をどの事業にいくら充当するのか又は充当したのか使途が記載された書面は添

付されていない。実情が把握することができない書面により、市は審査を行い、補助金額

を決定及び確定している。 

    

なお、同補助金に係る市の事務の執行に関し、上記除外事項を含め、是正又は改善を要す

るものとして指摘すべき事項が認められたので、以下に記載する。 

   ア 補助金交付要綱に規定する補助金交付の目的と公益法人化及び事業仕分けに伴い補助

事業を追加した予算議決時（平成 24 年３月）の補助金交付の目的とで異なる部分があ

る。また、補助金交付要綱に規定する補助金交付の目的と対象者、対象費目の対応関係

が不明である。補助金交付要綱の補助金交付の目的、対象者、対象費目を整理する必要

があると考える。 

   イ 補助金交付申請書及び実績報告書は、協会全体の予算書又は決算書だけでなく、補助

金自体の使途を記載した書面を添付させ、実状が把握できる状態で審査する必要がある

と考える。 

 

（２）市の同補助金に係る事業の管理が経済的、効率的かつ効果的であるよう努めているかに

ついては、上記第１から第６までの記載事項のとおり監査した限り、改善を要するものと

して指摘すべき事項が次のとおり認められた。 

    補助金実績報告書と市が公表している事務事業評価の成果目標の目標値が整合してい

ないため、統一化されるべきである。また、成果目標となっているのは参加人数であり、

これは事業の結果を表している。補助金交付の目的に沿った成果目標を設定し、補助金

交付の効果を踏まえた検証が必要であると考える。 

 

２ 公益財団法人小田原市体育協会 

  上記第１から第６までの記載事項のとおり監査した限り、重要な点において、市出資（出

捐）に係る同協会の事業運営は出資（出捐）目的に沿って行われ、市は当該事項について適

正に指導監督していると認められた。 

   

  なお、市の指導監督に関し、是正又は改善を要するものとして指摘すべき事項が認められ

たので、以下に記載する。 

   組織、人材面に関する課題について、市と同協会とで共有ができているか疑問がある。

課題については、情報共有をはかり、共通認識を持ちながら課題解決に向けて両者間で検

討することが必要であると考える。  


